
 

 

 

 

 

 

 ２ 老朽空家等への措置フロー及び措置状況（空家特措法） 

 

老
朽
空
家
等
（
空
家
等
） 

情
報
提
供
・
助
言
等
（法
第
１２
条
） 

継 続 管 理：５件 

是正対応中：４件 

是 正 済：１３件 

管理不全空家等の 

認定手続・検討中 

：８件 

指
導
（法
第
１３
条
第
１
項
） 

 

 

【参考】 進捗状況等 

 物件A：進捗なし 

 物件B：相続協議・手続き中 

 物件C：建物除却済 

 物件D：落下防止ネット設置済 

 物件E：進捗なし 

 物件F：進捗なし 

 

建
物
の
現
地
調
査 

勧
告
（法
第

条
第
２
項
） 

管
理
不
全
空
家
等
の
認
定 

特
定
空
家
等
の
認
定 

助
言
・指
導
（
法
第

条
第
１
項
） 

勧
告
（法
第

条
第
２
項
） 

命
令
（法
第

条
第
３
項
） 

行
政
代
執
行
（法
第

条
第
９
項
） 

認 定 済：５件 

江東区内の管理不全空家等への対応について 
令和 ８ 年 ３ 月 １ ０ 日 

都市整備部建築調整課 

 
 

 令和４年度に実施した江東区老朽空家等実態調査の結果より、江東区内の危険性の高い  

（Aランク）の空家等は２５件であり、必要な助言・指導等を行ってきた。 

 上記のうち、老朽化等の状態が特に著しい空家等（４件/うち１件は除却済）については、令和７年２月

に管理不全空家等に認定し、引き続き助言・指導等を実施している。 

 その後、新たに判明した老朽化等の状態が特に著しい空家等（２件）についても、令和７年１１月に

管理不全空家等に認定し、引き続き助言・指導等を実施している。 

 加えて、更に新たに判明した老朽化等の状態が特に著しい空家等（８件）についても、管理不全  

空家等の認定等手続き中又は検討中である 

[表] 江東区内の危険性の高い空家等 （令和８年１月末時点） 

 
Aランクの空家等 
（令和４年度調査時点） 

その他の空家等 
小計 備考 

認定済 手続・検討中 
危険性の高い空家等 

 是 正 済 １３件（＋５件） ー ー １３件  

 継 続 管 理 ５件（△４件） ー ー ０５件  

 是 正 対 応 中 ４件（±０件） ー ー ０４件  

 管理不全空家等の認定 ３件（△１件） ２件 ８件 １３件  

合  計 25件 ２件 ８件 ３５件  

 

１ これまでの経緯 
 
 
 
 
管理不全空家等 

空家等が適切な管理が行われていないこと

によりそのまま放置すれば特定空家等に該当

することとなるおそれのある状態にあると  

認められる空家等をいう。 

 

特定空家等 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険

となるおそれのある状態等にあると認められる

空家等をいう。 

 

 

【参考】 管理不全空家等及び特定空家等の認定について 

※管理不全空家等又は特定空家等に該当し、勧告を受け、

勧告に対する必要な措置が講じられれない家屋の敷地

については、固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る

課税標準の特例（住宅用地の特例）の適用対象から除外

される。 

江東区老朽空家等対策審議会 

諮問 

答申 

諮問 諮問 諮問 

答申 答申 答申 答申 

諮問 

☑建物所有者等に対して明確な根拠を提示できるよう
客観性や透明性、 適正性を確保する。 

☑調査に関するノウハウや、精度の高い資機材や３次元データの
活用などの高い技術レベルが不可欠である。 
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